
抄録

子どもの貧困が問題となっている。学校教育法第19条に基づき、市町村が行う就学援助
事業の対象児童生徒はこの10数年で倍増した。しかし、国庫補助は1桁減額され政府の貧
困対策の中でもあまり重視されていない。本稿では就学援助事業が、憲法第26条の義務教
育無償の目的の中に位置する重要な制度・事業であることを述べる。また、市町村事業の
実態、援助率と学力の関係についても明らかにする。
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はじめに

子どもの貧困は、1950年代頃までは社会問題の一つであったが、その後の高度経済成長
に伴い国民の9割が中流意識を持つなど、貧困問題は意識の中で薄れていった。しかし、
21世紀前後から、経済の停滞等により社会的格差が増大し、貧困が改めて問題とされるよ
うになった。
先進諸国では相対的貧困率（「所得中央値の半分以下の所得」しか得ていない世帯、の

占める割合）という指標を用いているが、それによると日本の子どもの貧困率はOECD諸
国の平均より高く、しかも年々増加傾向にある（2012年16.3%）。特に一人親家庭に限ると
50.8％でありOECD諸国の中で最も高くなっている。
このため、2013年6月には議員立法で「子供の貧困対策の推進に関する法律」が制定さ

れ、その法律に基づき、翌2014年8月に、政府が「子供の貧困対策に関する大綱について」
を閣議決定した。大綱では、「子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されること
のないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育
の機会均等を図る」ことが目的とされ、当面の重点施策として、教育の支援、生活の支援、
保護者に対する就労の支援、経済的支援、子どもの貧困に関する調査研究等に関する施策
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や事業の充実が挙げられている。しかし、そこでの就学援助事業の扱いは国庫補助予算額
が少ないためか、高くない。文部科学省の平成28年度予算主要事項を見ても、子どもの貧
困対策の項目の中で就学援助事業は劣位である。しかしそれでよいか。
本稿では、学校教育法第19条に基づき、義務教育に就学する児童生徒の保護者に対して
市町村が行っている「就学援助事業」について、その現状、課題及び改善方策を検討する。
その理由は、（1）援助対象の児童生徒数及び援助率の急増であり、貧困問題の深刻さを表
していること、（2）にも関わらず事業主体が市町村とされているため、対象者の選定基準
などが市町村ごとにバラバラであること、（3）1950年代頃から実施されている古い事業で
あるにかかわらず、この制度の位置づけや性格が、現段階でも必ずしも明確にされていな
いこと、（4）この制度や事業に関する実証的研究が十分でないこと、などである。
調査研究の方法は、文献調査、近隣地域の市町村教育委員会や学校への訪問及び電話イ
ンタビュー、文部科学省等のホームぺージから入手した公開データの分析等である。

1．先行研究等

小西（2004）は、就学援助制度について、「1980年頃までは義務教育の無償、教育の機
会均等、教育条件整備等の関連で、教育法学や社会保障の立場から検討されていたが、こ
こ20年余りはほとんど注目されていない、しかし、近年、構造不況の下、貧困課題の増加
や教育の機会均等の重要性にかんがみ、改めて検討する必要がある。」と指摘し（1）、「義務
教育段階の子どもを持つ家庭への経済援助は、昭和初期から内務省と文部省により二元的
に進められてきた。」などと歴史記述に詳しい（2）。そして結論として「義務教育段階の無償
が、授業料と教科書に留まっていることは改善すべき」としている。
朝日新聞（2009）は10月26日の記事で、申請者に十分周知されていないこと、周知度

が高い自治体ほど受給率が高いこと、市町村ごとに基準が多様であること、などを報道し
ている。
鴈（2009）は、市町村ごとに基準が様々であること、2005年度からの国庫補助廃止によ
り、市町村全体の援助総額の増加率がこれまでの7～8％から1～2.5％に減少したこと、文
部省が1964年に行った調査結果と2006年に湯田が行った調査結果を総合して周知度が高い
と受給率が高くなること、などを指摘した。
鴈（2012）は、資格があるのに利用されていないこと、その原因として周知されていな
いこと（保護者対象の説明会を行っている市町村は約2割）を述べている。また、憲法26
条、教育基本法4条3項、学校教育法19条、就学援助法、学校給食法、学校保健安全法、
生活保護法に触れ、縦割りを指摘した。さらに、教員が就学援助事業について学習すべき
こと、国庫補助の必要、給食費の無償など提案した。
阿部（2014）は、生活保護に連動しているために生じる問題を挙げている。また、給

食費、修学旅行やクラブ活動費は学校教育の一環だから無償とする考え方もある、とし
ている。
先行研究での論点、その解明状況を踏まえて、以下を本稿での具体的論点とする。
第一に、市町村の事業の実態をなるべく詳しく把握すること、第二に、マクロの観点と
して、学校教育法第19条に基づく就学援助事業を、国、市町村、学校、保護者の4主体を
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含むトータルなシステムとして、生活保護や福祉との関連を見ながら、再整理すること、
第三に、実証的に対処できる部分はなるべく統計データで記述してみること、とする。

2．就学援助事業の沿革

制度の基本的仕組みや市町村事業の現状や効果を述べる前に、まず沿革を確認する。
1953年に文部省が作成した「わがくにの教育の現状」において以下のように記述されて
いる。（筆者が一部略）

「戦後、敗戦に伴う国力の急激な低下とインフレーションによる国民生活の窮乏の中
に、新制度による6,3義務教育制が実施された。この場合貧困家庭の児童生徒の就学義
務をいかにするかということは、教育行政上の重大問題であり、就学奨励ないし教育扶
助の問題が大きく取りあげられてきたのも、理由はそこにある。
もつとも教育扶助の考え方は終戦後にはじめて現れたものではない。明治・大正の頃
は市町村が児童に教科書・学用品等を交付した場合には、国および都道府県がこれに補
助金を交付していた。続いて昭和3年の「学齢児童就学奨励規程」（文部省訓令）・昭和
7年の「学校給食実施の趣旨徹底方並学校給食臨時施設方法」（文部省訓令）、昭和15年
の「学校給食奨励規程」（文部省訓令）等を通じて、国および都道府県は市町村に対して
一定額の補助金を交付してきたのであるが、昭和23年に至つて就学奨励は要するに児
童生徒の生活費の問題であり、児童生徒の家庭の生活費ときりはなして就学奨励は考え
られないとの見地から、従前の就学奨励費は生活保護法に規定する生活扶助に吸収され
てしまつた。しかしながら、生活はできても就学費用が不足する場合の認定の難しさ
や、生活 扶助が児童生徒に与える心理的悪影響から、就学奨励の問題は依然として解決
されていない。一般的に生活費を扶助するだけでは、少額の扶助額は生活費に廻つてし
まうだけである。そこで昭和25年においては、生活扶助の外に教育扶助が特設され、教
育扶助のための保護金品は学校長を通じて児童生徒に供与できるように生活保護法の改
正が行われた。同法第8条に基く厚生大臣の定める基準によれば、教育扶助の内容とし
ては、義務教育に関する（1）教科書代、（2）学用品費・通学用品費および実験実習見
学費、（3）学校給食費、（4）通学のための交通費が見込まれている。
・・・
国としては義務教育を強制する以上、就学できない者に対しては何らかの奨励措置を
とるべきである。この場合の措置として、現行法通り生活保護の観念に立つて被保護世
帯の資産調査を行つた上で教育扶助をするか、それとも単に就学奨励という見地から不
就学者に対して一定額の金品を供与する方法を取るかは、一つの研究課題である。」

上記から、①戦前から市町村事業として行われ、文部省から補助が行われていたこと、
②戦後、生活保護に吸収されたこと、③義務教育を強制している以上、生活保護にゆだね
たままでなく、文部省自らが市町村へ補助を行うかどうかを研究課題としていること、が
分かる。
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次に、学制百年史により、1972年までの状況を見てみる（筆者一部略）。

「就学奨励制度は、児童・生徒の保護者に就学義務を課していることの裏づけとし
て法律で定められたものであり、学校教育法には、「・・・」と規定し、中学校にもこ
の規定は準用されている。貧困家庭の児童に対する就学奨励は、すでに昭和三年から
「学齢児童就学奨励規程」により行なわれていたが、戦後は二十一年に制定された生活
保護法による生活保護費に吸収された。
以上のように、経済的理由によって就学困難な児童・生徒に対する措置は、主として
生活保護法によって行なわれたが、教科書等の購入に耐えない、いわゆるボーダーライン
層にある保護者に対しては、別途市町村やPTA等が援助を行なう例が少なくなかった。
このような事態に対してまず、昭和三十一年に「就学困難な児童のための教科用図

書の給与に対する国の補助に関する法律」が制定・施行された。これは、市町村が保
護者に対して教科書費を給与する場合に、国が当該市町村に対して補助を行なおうと
するもので、三十一年度は小学校だけに行なわれたが翌三十二年度からは中学校にも
拡充された。
・・・
その後、同法の名称と内容の改正により三十四年度には修学旅行費、三十六年度に

は学用品費および通学費の補助が新設され、現行の「就学困難な児童及び生徒に係る
就学奨励についての国の援助に関する法律」に至っている。なお、教科書費について
は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の施行により、三十九年
度から無償措置が段階的に実施され、四十四年度に義務教育教科書の完全無償が完成
したことにより補助制度は廃止された。
学校給食費の補助については、三十一年に「学校給食法」の一部改正が行なわれ、

またトラホーム等の学校病に対する医療費の補助については、三十三年の「学校保健
法」の制定・施行により実施されている。また、日本学校安全会の共済掛金の保護者
支出分の充当にかかる学校安全会に対する補助は、三十四年度から実施されている。
このほか、予算補助による措置としては、三十七年度に寄宿舎居住費が、四十二年

度には通学用品費が、四十四年度には校外活動費が新設され、補助対象費目が拡充さ
れて、就学困難者に対する経済援助の措置は格段の充実をみている。」

上記から、①生活保護行政にゆだねるだけでなく、文部省自ら種々の法律を制定して市
町村への国庫補助を開始しその充実に努めてきたことが分かる。1972年の段階では日本は
高度経済成長の途上であるが、未だ貧しさが残る時代である。その意味で就学援助制度は
重要視されていた。
その後、日本は豊かな国となり、90年代半ばには一人当たり国民所得が世界一となった。
しかし、一方、行政面では1980年代後半から国の財政難が進むとともに、1990年代からは
地方分権が強く唱えられるようになった。「国から地方へ」のスローガンの中で、市町村事
業として基準が多様な就学援助事業に対する国庫補助は、その必要性を軽視され、2005年
度、国庫補助金額は1ケタ減少した。しかし、その後、子どもの貧困問題が顕在化してき
たのである。
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最後に、2013年度の文部科学白書での記述を見てみよう。

「義務教育は，国民一人一人の幸せな人生を実現するための根幹であるとともに，
国や社会の発展の基礎になるものです。義務教育段階では，国公立学校の授業料や教
科書が無償となっていますが，それ以外にも学校生活を送るためには多くの費用が必
要です。例えば，「平成24年度子どもの学習費調査」によると，学用品費・遠足費・
修学旅行費などの学校教育費や給食費は，公立小学校で年間約10万円，公立中学校で
年間約17万円となっています。
このような費用を負担することが困難な児童生徒の保護者を経済的に支援するため

に，市町村が行う就学援助制度があります。
就学援助制度とは，学校教育法上の実施義務に基づき，各市町村が，経済的理由によ
り小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して，学用品の給
与などの援助を行う制度です。就学援助制度の対象者は，生活保護法に規定する要保護
者と，それに準ずる程度に困窮していると認められる準要保護者となっています。
就学援助を受けている児童生徒の割合は増加しており，就学援助制度の重要性はま

すます高まっています。なお，就学援助制度は市町村において実施されるものですが，
要保護者に対する就学援助にかかる所要の経費については，国が補助を行っています。
また，要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる準要保護者の就学援助にか
かる所要の経費については，地方財政措置が行われています。」

上の記述では、義務教育段階では授業料や教科書が無償であること、それ以外の費用は
市町村が経済的困難者に対して援助していることが、記述されている。しかし、この記述
では、義務教育の無償の理念が、何故、授業料と教科書の範囲に留まっているのか、それ
を超える部分が何故、国でなく市町村となっており、しかも経済的困難者に限定されるの
か、が分からない。国の補助は2016年度予算額で約8億円に過ぎず、2004年度以前は70億
円を超えていたことと比較すると大幅に減額となっている。地方財政措置としての交付税
の積算も内訳が明確でなく、かつ、不十分である、と関係者から指摘されている（3）。

3．就学援助事業の制度の仕組み

以下、1）から3）までの記述は、近隣の市町村の行政担当者、学校の管理職等に直接ま
たは電話等でインタビューして得たことを概括したものである。
1）根拠法律、国と市町村の関係、生活保護との関係
就学援助事業の根拠規定は、学校教育法第19条である。市町村に対して、経済的理由に
より義務教育へ就学困難児童生徒の保護者に援助することが課せられている。市町村の事
業としつつも、市町村に対して国がわずかな額の国庫補助を行い、微小な底支えをしてい
る。国庫補助の根拠法律は、就学困難な児童生徒に係る就学奨励についての国の援助に関
する法律（以下、「就学援助法」と略称）、学校給食法及び学校保健安全法の三つであり、
要保護者の修学旅行費及び給食費、要保護者及び準要保護者の医療費に対して国庫補助が
行われている。国庫補助は2004年度には72億円超あったが、三位一体の改革（小泉政権下
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において行われた①国庫補助金の廃止縮減、②税財源の国から地方への移譲、③地方交付
税の見直し）により、準要保護児童生徒への国庫補助金は廃止され地方交付税に切り替わ
り、要保護児童生徒のための国庫補助金のみが残された。2005年度には7億円超と激減し
た。地方交付税に移行したため、市町村によっては就学援助事業が縮小したのではないか
との指摘がなされている。
この就学援助の制度と並行して、生活保護がある。この就学援助は生活保護でカバーさ
れない部分を補うものとして認識されている（本稿では後述のようにこれに異を唱える）。

2）市町村事業の内容
市町村が事業をなすにあたっては、根拠として、条例、規則、要綱等を策定している。
事業の内容に対して国の基準はないが、対象者は国庫補助の関係で（1）生活保護対象

者（要保護者）及び（2）生活保護に準じる者（準要保護者）の2種類に分かれる。要保護
者は、生活保護法の基準により定まるが、準要保護者は市町村ごとの基準で多様である。
多くの市町村は生活保護基準の倍数（収入基準と所得基準と両方に分かれる）で決めてい
る。○○市は所得基準で見て1.3倍、△△町は収入基準で見て1.2倍、というような示し方
になる。
対象費目も、国の基準はないが国庫補助に影響されており、学用品費、通学費、修学旅
行費、いわゆる学校病といわれるものに係る医療費、給食費などである。しかし、市町村
によっては、メガネやスキー用品なども対象となっているところもある。
周知方法については、学校経由で案内書を配布するところが多い。
申請方法は、直接市町村教育委員会事務局へ行くケースと学校経由のケースとある。
生活保護の申請は、福祉部局であり、就学援助は教育委員会事務局なので別である。生
活保護の申請者には別途就学援助の申請の可能性あることが案内され、申し込めば生活保
護でカバーされない修学旅行等の費用が補助される（この者が、「要保護者」としてカウン
トされる。生活保護の申請をしても修学旅行等の補助の申請をしない者はカウントされな
い）生活保護の基準を満たしていても生活保護の申請をしないで、就学援助の申請だけを
行う者は、生活保護の統計では要保護者としてカウントされないが、就学援助の統計では
要保護者としてカウントされると言う。

3）学校の関わり
小中学校では、事務職員が教育委員会事務局と管理職をつなぎ主な役割を果たすことが
多いようだ。周知方法、申請受付（直接市町村に申請しないケース）、時には申請奨励（昨
年申請し受給したのに今年申請を忘れている場合など）などの仕事を行う。教師は案内書
の配布などで関わるが、ほとんどの場合、あまり関与しない例が多いようだ。校長によっ
ては、教師が子どもを見る目をゆがめないよう、知らせない方針を採っている場合もある
と聞く。
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4　援助児童生徒の増加

1）戦後からの流れ

1964年には生活保護の教育扶助を受けている割合（要保護者のこと）は3％、準要保護
者は7％であり計10％が援助を受けていたが、その後減少し、1995年には要保護0.67％、
準要保護5.3％、合計6.1％と底を打った。しかし、その後増加し、2013年度には要保護
1.57％、準要保護14％、合計15.7％となっている。実数でみると1950年代には要保護だけ
で60数万人であった。1995年度には要保護約9万人、準要保護約68万人、合計約77万人
であったが、2013年度には要保護約15万人、準要保護約137万人、合計約154万人と増加
している（ただし、割合、実数ともに2011年度が最高値であり（15.96％、約161万人）、
2012年度、2013年度と割合及び実数ともに減少している）。

2）都道府県別援助の状況

子どもの貧困に関する一考察 ── 就学援助事業の位置づけなど ──
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図1　要保護・準要保護児童生徒の割合の推移　単位：％
資料：文部科学省

要保護及び準要保護児童生徒数の推移（比率）
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図2　2013年度都道府県別援助率（平均以上）　単位：％
出典：文部科学省資料より筆者作成



援助率は全国平均では小中併せて15.7％
であるが、都道府県別にみると2013年度
で見て、最高は高知県の25.4％から、最低
は静岡県の6.4％と大きな幅がある。
この違いはどこから来るのか。就学援

助率と生活保護率、雇用者報酬、財政力
指数との相関関係を調べたところ、生活
保護率との間では0.75、雇用者報酬との間
では0.036、財政力指数との間では0.08で
あった。このデータによると、必ずしも
貧しい人が多い都道府県ほど就学援助が
行われているとは言えないこと、都道府
県に財政力があるために援助が多く行わ
れているのではないこと、が示唆される。
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図3　2013年度都道府県別援助率（平均以下）
出典：図2に同じ
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図 4　都道府県別生活保護率と就学援助率の関係
出典：文部科学省及び厚生労働省資料より筆者作成

生活保護率（2012）と就学援助率（2013）
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図 6　都道府県別援助率と財政力指数の関係
出典：文部科学省及び総務省資料より筆者作成

財政力指数（2014）と就学援助率（2013）
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図 5　都道府県別雇用者報酬と就学援助の関係
出典：文部科学省及び内閣府資料より筆者作成

雇用者報酬（2012）と
就学援助率（2013）（東京都除く）



5　就学援助事業と学力の関係：都道府県別援助率と全国学力調査結果との関係

都道府県別援助率と全国学力調査結果の相関関係を見ると、相関係数は表1のとおり。
なお、ここでプラスの相関とは、援助率が高いほど学力が低いことを示している。

特徴として、①相関係数は、2007年度は小中ともに高いが、2012年度、2016年度となる
につれ、減少し、小学校はマイナス0.12～0.12の間であり、相関はないと言ってよい。②
中学は減少しているとはいえその幅は少なく、28年度でも0.3以上の科目が3科目あるの
で、ある程度の相関があると解釈できる。中学では援助率が高い県ほど学力が低い傾向が
あるのである（4）。
上記のことはどう解釈するか。
2012年度、2016年度となるにつれ相関係数が減少するのは、都道府県間の学力差が縮小
してきているためであろう。小学校で相関が認められず中学で0.3程度の弱い相関があると
いうことは、少なくも中学段階では就学援助の一層の充実が必要と考えてよいのではない
か。小学校段階では、まだ学力差が顕著に生じにくいこと、地域のボランティア等による
学習支援などによりカバーされていること等により相関が認められなかったのであろう。
就学援助の必要がないことを意味してはいないと考える。

まとめと課題

1）市町村の役割の重視と全国共通性の確保
就学援助事業は、市町村の事業であり、その直接の法的根拠は学校教育法第19条であ

る。そこでは簡単な規定があるだけである。あとの制度設計は、就学援助法、学校保健安
全法、学校給食法などの教育法令、生活保護法などの福祉法令を参考にし、かつ、最も基
本的な部分は全国共通だが（例えば、対象を要保護、準要保護と2分類すること）、それ以
外は市町村の判断である（例えば、準要保護の基準をどうするか、など）。これらをなるべ

子どもの貧困に関する一考察 ── 就学援助事業の位置づけなど ──
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 2007  2012  2016  
2013  

A 0.03 0.03 0.07 

B 0.30 0.11 0.12 

A 0.25 0.04 0.12 

B 0.27 0.03 0.03 

A 0.43 0.44 0.31 

B 0.56 0.46 0.37 

A 0.35 0.38 0.18 

B 0.46 0.46 0.34 

表1　都道府県別援助率と全国学力調査結果との相関関係

出典：文部科学省及び国立教育政策研究所資料を基に筆者作成



く共通にすることが良いかどうかだが、ある部分はもう少し全国共通性を進めた方が良い
かもしれないが（例えば、給食費など）、のこりの部分は、ローカルオプティマムが達成さ
れるよう、地域の関係者が協議することが適当であろう。というのも、財政が弱く援助事
業が十分行えない市町村で、かつ、所得の低い家庭が多いと思われる地域の小学校におい
て、学力が高い例が散見されるのである。その理由は、就学援助は十分行われないが、教
員増や地域の協力があるなど、支援環境がトータルにみて良いのである。だからと言って、
就学援助が必要ないということではない。支援環境全体の中での就学援助事業の位置づけ
を当該市町村なりに行いながら、その充実を図るべきであろう。

2）就学援助事業の位置づけの再確認と国の補助の必要
現状では、生活保護ではカバーできない部分を、市町村の仕事として、ときには学校に
関与させて行っている。古い仕事なので、ルーティーン化し、その基本理念もあいまいと
なっている。沿革から看取されるように、改めて貧困層の拡大の時代を迎えて、改めて憲
法第26条の義務教育無償の理念の徹底を図ることが大切である。もとより国家財政が巨額
の借金を抱えていることは承知だが、一方には疑問符が付く予算も依然としてある。義務
教育は国家の基本なので躊躇することなく必要な財源を手当てすべきである。小西（2004）
が言うように義務教育無償の精神が授業料、教科書の段階で止まっていてよいはずはない。
憲法第26条第2項但書き「義務教育は無償とする」の判例・通説・実務の解釈は、1964年
以来「授業料に限る」とされているが、この解釈は改められる必要がある。今後、義務教
育においてはICTや外国語学習など、一層学習費用のかかるものが増加する。戦前から続
く市町村事業としての位置づけは変えないにしても、市町村への国の助成の充実は必要で
あり、国庫補助金の大幅拡充、その前段階としての地方交付税措置の充実が求められる。

3）データに基づく行政の重要性
教育行政も証拠に基づくことが要請されるようになっている。真の教育効果は数十年か
かり顕在化するものであろう。短期の数値データとして測定できるものは、あくまで一部
であるとの認識の下、その限界を踏まえながらも、可能な限り取り組むことが今後は重要
である。本稿では主に公開データをもとに相関関係を調べてみた。その結果、都道府県別
援助率と中学の学力テスト成績の間で、相関係数0.3程度というデータを示すことができ
た。問題はこれをどう解釈するか、である。今後は二変数間の相関関係だけでなく、三重
クロスや他変数も導入した重回帰分析を行うことも重要であろう。
残された課題として上記に記した以外の主たるものは、先進諸国の動向である。また、

歴史、実態把握、関連データの分析等、いずれも今後より丁寧な調査や分析が必要である。
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教示いただきました。厚くお礼申し上げます。
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注
（1）小西祐馬　就学援助制度の現状と課題　北海道大学大学院教育学研究科紀要　2004

｢初めに」の後段において記述（192頁）
（2）上記論文「1．就学援助制度設立の経緯とその背景」の冒頭において記述（192頁）
（3）地方交付税の積算内訳は、公表されていない。不十分であるとの指摘は、筆者がインタビューした

結果得たことである。
（4）学力と就学援助の関係については、文部科学省・国立教育政策研究所が公表した平成28年度全国

学力・学習状況調査結果において示されている。そこでは、就学援助を受けている児童生徒の割合
が5％未満の小中学校と、30％以上在籍の学校に分けて、小中学校各4科目、計8科目について、
「課題を理解して授業に取り組んでいるか」、「授業において自らの考えがうまく伝わるよう工夫し
て発言や発表をしているか」、「熱意を持って勉強しているか」などを聞いている。その結果、小学
校4科目について見ると、5％未満の小学校は30％以上の学校に比較して肯定的意見が多いが、他
方、多くの設問で否定的意見が30％以上在籍の学校よりも多いのである（例えば、小学国語Aで、
課題を理解して取り組むことができない者の割合について見ると、5％未満の小学校では68.6％な
のに対して、30％以上の小学校では63.2％である）。一方、中学4科目について見ると、3％未満の
中学校は小学校同様肯定的意見は多いが、否定的意見は小学校と異なり30％以上在籍の学校より少
ない。このことは、就学援助の影響は、小学校よりも中学校に多く表れているとみることができ、
本稿での主張と符合する。

参考文献等
朝日新聞　2009年10月26日
阿部彩　子どもの貧困　岩波書店　2008年
阿部彩　子どもの貧困Ⅱ 岩波書店2014年
菅波茂樹　戦後における就学援助策の検討　東北生活文化大学紀要　1996年
鴈　咲子　子どもの貧困と就学援助制度～国庫補助制度廃止で顕在化した自治体間格差～　経済のプリ
ズム ─ No65 2009年

鴈　咲子　子どもの貧困とセーフティネット ─ 就学援助制度を中心として ─ 跡見学園女子大学マネ
ジメント学部紀要　第14号　2012年

就学援助制度を考える会　就学援助制度がよくわかる本　学事出版　2009年
国立教育政策研究所　平成28年度全国学力・学習状況調査
http://www.nier.go.jp/16chousakekkahoukoku/index.html
国立教育政策研究所　平成28年度全国学力・学習状況調査結果資料　都道府県別
http://www.nier.go.jp/16chousakekkahoukoku/factsheet/16prefecture/
小西祐馬　就学援助制度の現状と課題　北海道大学大学院教育学研究科紀要　2004
小林庸平　就学援助制度の一般財源化 ─ 地域別データを用いた影響分析 ─ 経済のプリズムNo78
2010年

総務省　地方公共団体の主要財政指標一覧
http://www.soumu.go.jp/iken/shihyo_ichiran.html
内閣府　子供の貧困対策
http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/index.html
中村文夫　子どもの貧困と公教育 ─ 義務教育無償化・教育機会の平等に向けて ─ 明石書店　2016年
檜山幸子　公立小中学校における就学援助制度の現状と課題　日本教育学会年報No38 2012年
文部科学省　学制百年史　ぎょうせい　1972年
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317552.htm
文部科学省　わが国の教育の現状　昭和28年度
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad195301/hpad195301_2_085.html
文部科学省　文部科学白書　平成25年度
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201401/1350715_011.pdf
文部科学省　就学援助制度について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm

子どもの貧困に関する一考察 ── 就学援助事業の位置づけなど ──

－113－



文部科学省　児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(平成24，25年度）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302902.htm

－114－

林　　　一　夫



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


